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１０.(１) 専門職大学院制度の概要

《目的》
「博士」の学位

研究者養成＋高度専門職業人養成
５

４
大

３ 「修士」の学位 学

院

修士課程 博士課程２

１

４

大学学部（学士の学位）

～

１

国際的・社会的に活躍する高度専門職
業人のニーズが高まっていることから
専門職大学院制度を創設

【改正後】

専ら高度専門職業人養成 研究者養成＋高度専門職業人養成

※研究指導を必修としない

専門的教育

（ ）３割の実務家教員 法科大学院は２割

標準修業年限は２年が基本（法科大学

「博士」の学位院は３年）

５

「専門職学位 （新設）４ 」

大

３ 「修士」の学位 学

院専門職大学院(新設) 修士課程 博士課程
２

（専門職学位課程）

※法科大学院もこの一類型

１

４

（学士の学位）

～

大学学部
１


